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令和５年「障害者雇用状況報告」の集計結果を公表します 
 

～ 県内の民間企業の雇用障害者数は過去最高を更新、 
かつ、実雇用率が法定雇用率を上回るのは６年ぶり ～ 

 

山形労働局（局長  小林
こばやし

 学
まなぶ

）では、このほど、山形県内の民間企業や公的機関などに

おける、令和５年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、

民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神

障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集

計したものです。 

 

【集計結果の主なポイント】 

 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.3％） 

  〇 雇用障害者数は 3,296.0人で、前年（3,106.5）を 189.5人上回った。 

    実雇用率は 2.31％となり、前年（2.18％）を 0.13ポイント上回った。 

  〇 法定雇用率達成企業の割合は 57.2％で、前年（54.3％）を 2.9ポイント 

上回った。 

 

＜公的機関＞（同 2.6％、山形県教育委員会は 2.5％） 

  ○ 県の 2機関及び山形県教育委員会は、いずれも法定雇用率を達成した。 

○ 市町村の機関は、51機関中 43機関（84.3％）が法定雇用率を達成した。 

 

＜地方独立行政法人など＞（同 2.6％） 

〇 3法人中 3法人（100％）が法定雇用率を達成した。 

 

令和 5年 12月 22日（金） 

【 照会先 】 

山形労働局 職業安定部 職業対策課 

課長         石 垣  博 之 

課長補佐       東海林  芳 弘 

地方障害者雇用担当官 伊 藤  智 津 

（電話）023-626-6101 

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

山形労働局  ―ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＬＡＢＯＵＲ BＵＲＥＡＵ― 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 （Ｐ４～８参照） 

・ 民間企業（43.5人以上規模の企業：法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者

の数は 3,296.0人で、前年より189.5人増加した。 

 

・  雇用者のうち、身体障害者は 1989.5人（対前年比14.0人増）、知的障害者は

 817.5人（同38.5人増）、精神障害者は 489.0人（同137.0人増）であった。 

 

・ 実雇用率は2.31％で、前年（2.18％）を0.13ポイント上回った。実雇用率2.31％ 

は、47都道府県中39位の結果であった。 

また、法定雇用率達成企業の割合は57.2％で、前年（54.3％）より2.9ポイント

上昇。 

 

○ 企業規模別の状況 （Ｐ８参照） 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、企業規模43.5～100人未満

で699.0人(前年は619.0人)、100～300人未満で1321.0人（同1,284.5人）、300～

500人未満で420人（同448.0人）､500～1,000人未満で435.5人（同354.0人）

1,000人以上で420.5人（同401.0人）となり、43.5～100人未満、100～300人未満、

500～1,000人未満及び1,000人以上の企業では前年を上回った。 

 

・ 実雇用率は、企業規模で見ると、企業規模43.5～100人未満で1.99％（前年は

   1.84％）、100～300人未満で2.47％（同2.33％）、300～500人未満で2.16％（同 

   2.17％）、500～1,000人未満で2.34％（同2.10％）、1,000人以上2.65％（同2.44％）

   となった。 

 なお、民間企業全体の実雇用率2.31％と比較すると、100～300人未満、500～1,0

00人未満及び1,000人以上の企業が実雇用率を上回っている。 

 

・ 法定雇用率達成企業の割合は、企業規模で見ると、企業規模43.5～100人未満で

56.0％（前年は52.2％）、100～300人未満で59.3％（同57.7％）、300～500人未満

で54.7％（同57.1％）、500～1,000人未満で62.1％（同40.7％）、1,000人以上で

50.0％（同66.7％）となり、43.5～100人未満、100～300人未満、500～1,000人未

満の区分で前年より上昇した。 

 

○ 産業別の状況 （Ｐ８参照） 

・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「建設業」「製造業」「運輸業、

郵便業」「卸売業・小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、

娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「複合サービス事業」「サービス業」

において前年よりも増加した。 

 

・ 産業別の実雇用率では、「運輸業、郵便業」（2.50％）、及び「医療、福祉」（3.

27％）が法定雇用率以上となっている。 

 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況    
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○ 法定雇用率未達成企業の状況 （Ｐ９参照） 

・ 令和５年の法定雇用率未達成企業は416社。そのうち、不足数が0.5人または１人

である企業（１人不足企業）は311社で、未達成企業に占める割合は、74.8％とな

っている。 

 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は236社で、未達成

企業に占める割合は、56.7％となっている。 

 

 

 

（１）県の機関（法定雇用率 2.6％） （Ｐ４，Ｐ９参照） 

山形県（特例認定）の機関に在職している障害者の数は 222.0 人（前年 200.0 人）

で、実雇用率は 3.03％（同 2.71％）となり、法定雇用率を達成している。 

山形県警察本部についても、在職している障害者の数は 18.0人（前年 12.0人）で、

実雇用率は 4.10％（同 2.71％）となり、法定雇用率を達成している。 
※「特例認定」についてはＰ９の注４参照 

 

（２）市町村の機関（法定雇用率 2.6％） （Ｐ４，Ｐ1０～1１参照） 

市町村の機関に在職している障害者の数は 424.5 人で、前年（402.0 人）より 22.5

人（5.6％）増加となり、実雇用率は 2.67％で、前年（2.56％）に比べ 0.11 ポイント

上昇した。 

   51機関中 43機関（84.3％）が法定雇用率を達成した。 

  【未達成機関】 

酒田市（特例認定）、上山市（特例認定）、高畠町（特例認定）、遊佐町（特例認定）、

大蔵村、最上町、小国町（特例認定）、米沢市立病院 

の８機関 
（なお、上記機関のうち、酒田市（特例認定）、上山市（特例認定）、小国町（特例認定）、大蔵村の 

４機関については、令和５年１２月１日までの間に法定雇用率を達成した。） 

※「特例認定」についてはＰ１１の注４参照 

     

（３）山形県教育委員会（法定雇用率 2.5％の機関） （Ｐ４，Ｐ９参照） 

山形県教育委員会に在職している障害者の数は 186.5 人で、前年（190.5 人）より

4.0 人（2.1％）減少したが、実雇用率は 2.50％と前年（2.52％）を 0.02 ポイント下

回ったが、法定雇用率を達成した。 

 

 

 

○ 地方独立行政法人等（法定雇用率 2.6％） （Ｐ５，Ｐ1２参照） 

地方独立行政法人等に雇用されている障害者の数は 34.0人（前年 30.0人）、実雇用 

率は 3.01％（同 2.69％）となった。 

３法人中３法人が法定雇用率を達成した。 

 

２ 地方公共団体における在職状況 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況    
























